
広 島 県 手 数 料 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 八 日

広 島 県 知 事 湯 﨑 英 彦

広 島 県 条 例 第 五 号

広 島 県 手 数 料 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 広 島 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 広 島 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 広 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。

） の 項 中 「 第 八 十 七 条 の 二 」 を 「 第 八 十 七 条 の 四 」 に 、 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八

七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇

〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四

九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 よ る 用 途 地 域 等 に お け る 建

築 等 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査

」
を

「 よ る 用 途 地 域 等 に お け る 建

築 等 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査

に 、

法 第 四 十 八 条 第 十 六 項 第 一

号 の 規 定 に よ る 用 途 地 域 等

に お け る 増 築 等 の 特 例 許 可

の 申 請 に 対 す る 審 査

用 途 地 域 等 に お け

る 建 築 等 の 許 可 を

受 け た 建 築 物 の 増

築 、 改 築 又 は 移 転

に つ い て の 特 例 許

可 申 請 手 数 料

一 二 〇 、 〇 〇 〇 円

法 第 四 十 八 条 第 十 六 項 第 二

号 の 規 定 に よ る 用 途 地 域 に

お け る 建 築 等 の 特 例 許 可 の

申 請 に 対 す る 審 査

住 居 の 環 境 の 悪 化

を 防 止 す る た め に

必 要 な 措 置 が 講 じ

ら れ た 建 築 物 の 用

途 地 域 に お け る 建

築 等 の 特 例 許 可 申

請 手 数 料

一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

」

「

法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定 隣 地 境 界 線 に 面 し 一 六 〇 、 〇 〇 〇 円



に よ る 隣 地 境 界 線 に 面 し て

壁 面 線 の 指 定 等 が あ る 場 合

の 建 築 物 の 建 ぺ い 率 に 関 す

る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査

て 壁 面 線 の 指 定 等

が あ る 場 合 の 建 築

物 の 建 ぺ い 率 の 特

例 許 可 申 請 手 数 料

」
を

「

法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 隣 地 境 界 線 に 面 し て

壁 面 線 の 指 定 等 が あ る 場 合

の 建 築 物 の 建 蔽 率 に 関 す る

特 例 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査

隣 地 境 界 線 に 面 し

て 壁 面 線 の 指 定 等

が あ る 場 合 の 建 築

物 の 建 蔽 率 の 特 例

許 可 申 請 手 数 料

一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

に 、 「

法 第 五 十 三 条 第 五 項 の 規 定

に よ る 壁 面 の 位 置 が 定 め ら

れ た 場 合 等 の 建 築 物 の 建 蔽

率 に 関 す る 特 例 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査

壁 面 線 を 指 定 し た

場 合 等 の 建 築 物 の

建 蔽 率 の 特 例 許 可

申 請 手 数 料

一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

」

第 五 十 三 条 第 五 項 第 三 号 」 を 「 第 五 十 三 条 第 六 項 第 三 号 」 に 、 「 建 ぺ い 率 に 関 す る 制 限

」 を 「 建 蔽 率 に 関 す る 制 限 」 に 、 「 建 ぺ い 率 、 」 を 「 建 蔽 率 、 」 に 、 「 建 ぺ い 率 又 は 」

を 「 建 蔽 率 又 は 」 に 、

「 行 う 場 合 に お け る 工 事 の 全

体 計 画 の 変 更 の 認 定 の 申 請

に 対 す る 審 査

う 場 合 の 工 事 の 全

体 計 画 変 更 認 定 申

請 手 数 料

」
を

「 行 う 場 合 に お け る 工 事 の 全

体 計 画 の 変 更 の 認 定 の 申 請

に 対 す る 審 査

う 場 合 の 工 事 の 全

体 計 画 変 更 認 定 申

請 手 数 料

に 改 め 、

法 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 既 存 の 一 の 建 築 物 二 七 、 〇 〇 〇 円

規 定 に よ る 既 存 の 一 の 建 築

物 に つ い て 二 以 上 の 工 事 に

分 け て 用 途 の 変 更 に 伴 う 工

事 を 行 う 場 合 に お け る 工 事

の 全 体 計 画 の 認 定 の 申 請 に

に つ い て 二 以 上 の

工 事 に 分 け て 用 途

の 変 更 に 伴 う 工 事

を 行 う 場 合 の 工 事

の 全 体 計 画 認 定 申

対 す る 審 査 請 手 数 料

法 第 八 十 七 条 の 二 第 二 項 の

規 定 に よ る 既 存 の 一 の 建 築

物 に つ い て 二 以 上 の 工 事 に

分 け て 用 途 の 変 更 に 伴 う 工

事 を 行 う 場 合 に お け る 工 事

の 全 体 計 画 の 変 更 の 認 定 の

申 請 に 対 す る 審 査

既 存 の 一 の 建 築 物

に つ い て 二 以 上 の

工 事 に 分 け て 用 途

の 変 更 に 伴 う 工 事

を 行 う 場 合 の 工 事

の 全 体 計 画 変 更 認

定 申 請 手 数 料

二 七 、 〇 〇 〇 円



法 第 八 十 七 条 の 三 第 五 項 の

規 定 に よ る 建 築 物 の 用 途 を

変 更 し て 一 時 的 に 興 行 場 等

と し て 使 用 す る 場 合 に お け

る 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査

建 築 物 の 用 途 を 変

更 し て 一 時 的 に 興

行 場 等 と し て 使 用

す る 場 合 の 許 可 申

請 手 数 料

一 二 〇 、 〇 〇 〇 円

」

法 第 八 十 七 条 の 三 第 六 項 の

規 定 に よ る 建 築 物 の 用 途 を

変 更 し て 一 時 的 に 特 別 興 行

場 等 と し て 使 用 す る 場 合 に

お け る 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査

建 築 物 の 用 途 を 変

更 し て 一 時 的 に 特

別 興 行 場 等 と し て

使 用 す る 場 合 の 許

可 申 請 手 数 料

一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

同 表 家 畜 改 良 増 殖 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 九 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。

） の 項 中 「 一 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 九 、

九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 家 畜 伝 染 病 予 防 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 六 十 六 号 。 以 下 こ の

項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 六 八 〇 円 」 を 「 六 九 〇 円 」 に 、 「 六 二 〇 円 」 を 「

六 三 〇 円 」 に 、 「 七 五 〇 円 」 を 「 七 六 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 三 〇 円 」 を 「 一 、 〇 四 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 介 護 保 険 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 七 〇 〇 円 」 を

「 一 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 五 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 場 合 三 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 場 合

三 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る

法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 九 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 一 八

四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 六 七 、 〇 〇 〇

円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「

一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 六 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」

に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七

七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 長 期 優

良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「

法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 九 七 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 九 七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 七 二 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 七 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 九 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 〇 九 六 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 六 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 六 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 四 二 〇 、 〇 〇

〇 円 」 を 「 四 、 四 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 四 一 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 四 一 九 、 〇

〇 〇 円 」 に 、 「 三 四 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 四 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇

八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇



円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 （ 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 （ 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五

五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇

円 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 都 市 の 低 炭 素 化 の

促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 八 十 四 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。

） の 項 中 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「

一 六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇 円 （ 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 （ 」 に 、 「 つ い

て は 、 一 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 つ い て は 、 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四

〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇

〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を

「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （

平 成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 八 二 二 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 八 二 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 九 三 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 九 三 九 、 〇 〇 〇 円 」

に 、 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 六

七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、 〇 〇

〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円

（ 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 （ 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 「

場 合 は 、 手 数 料 を 徴 収

し な い 。

場 合 は 、 手 数 料 を 徴 収

し な い 。

１ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 三 〇 〇 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も

の
一 二 二 、 五 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 五 、 〇 〇 〇 円 、

非 住 宅 建 築 物 の モ デ

ル 建 築 物 誘 導 基 準 に

適 合 し て い る 場 合 に

あ っ て は 四 七 、 〇 〇

〇 円 ）

１ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 三 〇 〇 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も

の
一 二 二 、 五 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 五 、 〇 〇 〇 円 、

非 住 宅 建 築 物 の モ デ

ル 建 築 物 誘 導 基 準 に

適 合 し て い る 場 合 に

あ っ て は 四 七 、 〇 〇

〇 円 ）

２ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 三 〇 〇 平

方 メ ー ト ル 以 上 二 、

〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル

２ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 三 〇 〇 平

方 メ ー ト ル 以 上 二 、

〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル



未 満 の も の

一 九 八 、 〇 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 一 四 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 七 八 、

五 〇 〇 円 ）

未 満 の も の

一 九 八 、 〇 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 一 四 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 七 八 、

五 〇 〇 円 ）

３ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 二 、 〇 〇

〇 平 方 メ ー ト ル 以 上

五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も の

二 八 二 、 五 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 四 三 、 〇 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 二 七 、

〇 〇 〇 円 ）

を

３ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 二 、 〇 〇

〇 平 方 メ ー ト ル 以 上

五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も の

二 八 二 、 五 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 四 三 、 〇 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 二 七 、

〇 〇 〇 円 ）

に 、 「 ９ 非 住 宅 部 分

４ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 五 、 〇 〇

〇 平 方 メ ー ト ル 以 上

一 〇 、 〇 〇 〇 平 方 メ

ー ト ル 未 満 の も の

三 四 八 、 〇 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 六 八 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 六 六 、

〇 〇 〇 円 ）

４ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 五 、 〇 〇

〇 平 方 メ ー ト ル 以 上

一 〇 、 〇 〇 〇 平 方 メ

ー ト ル 未 満 の も の

三 四 八 、 〇 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 六 八 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 六 六 、

〇 〇 〇 円 ）

５ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 一 〇 、 〇

〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以

上 二 五 、 〇 〇 〇 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の

四 一 一 、 〇 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 八 六 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 九 九 、

五 〇 〇 円 ）

５ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 一 〇 、 〇

〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以

上 二 五 、 〇 〇 〇 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の

四 一 一 、 五 〇 〇 円

（ 誘 導 基 準 適 合 図 書

を 提 出 す る 場 合 に あ

っ て は 八 六 、 五 〇 〇

円 、 非 住 宅 建 築 物 の

モ デ ル 建 築 物 誘 導 基

準 に 適 合 し て い る 場

合 に あ っ て は 一 九 九 、

五 〇 〇 円 ）



６ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 二 五 、 〇

〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の

四 六 九 、 〇 〇 〇 円

」

６ 非 住 宅 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 二 五 、 〇

〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の

四 六 九 、 五 〇 〇 円

」

の 床 面 積 の 合 計 が 一 〇 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 ９ 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 一 〇 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル

以 上 二 五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四 一 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の 合 計 が 二 五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 四 六 九 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 二 五 、 〇 〇 〇 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の

四 六 九 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

所 有 者 不

明 土 地 の

利 用 の 円

滑 化 等 に

関 す る 特

別 措 置 法

（ 平 成 三

法 第 十 条 第 一 項 、 第 十 九 条

第 一 項 、 第 二 十 七 条 第 一 項

又 は 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 裁 定 （ 国 又 は 都 道

府 県 が 申 請 す る 場 合 を 除 く 。

）

裁 定 申 請 手 数 料 一 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 一 〇 〇 、 〇 〇 〇 円

以 下 の 場 合
二 七 、 〇 〇 〇 円

二 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 一 〇 〇 、 〇 〇 〇 円

を 超 え 一 、 〇 〇 〇 、 〇

十 年 法 律

第 四 十 九

号 。 以 下

こ の 項 に

お い て 「

法 」 と い

う 。 ）

〇 〇 円 以 下 の 場 合

二 七 、 〇 〇 〇 円 に 、

損 失 の 補 償 金 の 見 積 額

の 一 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 を

超 え る 部 分 が 五 〇 、 〇

〇 〇 円 に 達 す る ご と に

二 、 七 〇 〇 円 を 加 え た

額
三 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 一 、 〇 〇 〇 、 〇 〇

〇 円 を 超 え 五 、 〇 〇 〇 、

〇 〇 〇 円 以 下 の 場 合

七 五 、 六 ○ ○ 円 に 、

損 失 の 補 償 金 の 見 積 額

の 一 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 〇

円 を 超 え る 部 分 が 一 〇

〇 、 〇 〇 〇 円 に 達 す る

ご と に 三 、 四 〇 〇 円 を

加 え た 額

四 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 五 、 〇 〇 〇 、 〇 〇

〇 円 を 超 え 二 〇 、 〇 〇

〇 、 〇 〇 〇 円 以 下 の 場

合
二 一 一 、 六 〇 〇 円 に 、

損 失 の 補 償 金 の 見 積 額

の 五 、 〇 〇 〇 、 〇 〇 〇



円 を 超 え る 部 分 が 一 、

〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 に 達

す る ご と に 三 、 五 〇 〇

円 を 加 え た 額

五 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 二 〇 、 〇 〇 〇 、 〇

〇 〇 円 を 超 え 一 〇 〇 、

〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 以 下

の 場 合
二 六 四 、 一 〇 〇 円 に 、

損 失 の 補 償 金 の 見 積 額

の 二 〇 、 〇 〇 〇 、 〇 〇

〇 円 を 超 え る 部 分 が 四 、

〇 〇 〇 、 〇 〇 〇 円 に 達

す る ご と に 四 、 八 〇 〇

円 を 加 え た 額

六 損 失 の 補 償 金 の 見 積

額 が 一 〇 〇 、 〇 〇 〇 、

〇 〇 〇 円 を 超 え る 場 合

三 六 〇 、 一 〇 〇 円

第 二 条 広 島 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 介 護 保 険 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 中 「 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 を

「 一 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 六 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 広 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 （ 講 演 会 、 会 議 等 の た め 一 時 的 に 使 用 す る 場 合 ） の 表 中 「 三 、 五 五 〇 円 か ら

七 、 一 二 〇 円 ま で 」 を 「 三 、 六 一 〇 円 か ら 七 、 二 五 〇 円 ま で 」 に 、 「 五 八 〇 円 」 を 「 五

九 〇 円 」 に 、 「 九 八 〇 円 か ら 一 、 七 七 〇 円 ま で 」 を 「 九 九 〇 円 か ら 一 、 八 〇 〇 円 ま で 」

に 改 め る 。

別 表 第 一 （ そ の 他 の 場 合 ） の 表 及 び 別 表 第 二 （ 建 物 敷 地 、 物 置 場 等 と し て 使 用 す る 場

合 （ 使 用 期 間 が 一 月 に 満 た な い と き 又 は 駐 車 場 そ の 他 の 施 設 の 利 用 に 伴 つ て 使 用 す る と

き に 限 る 。 ） ） の 表 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 総 合 技 術 研 究 所 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 広 島 県 立 総 合 技 術 研 究 所 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 十 九 年 広 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 号 の 西 部 工 業 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 一 八 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 六 〇 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 畜 産 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 一 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め

る 。



別 表 第 二 号 の 保 健 環 境 セ ン タ ー の 項 中 「 一 四 九 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 五 〇 、 八 〇 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 食 品 工 業 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 二 八 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 八 、 七 〇 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 西 部 工 業 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 二 〇 〇 円 」 に 改

め 、 同 表 東 部 工 業 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 三 一 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「

二 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 水 産 海 洋 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 二

三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 林 業 技 術 セ ン タ ー の 項 中 「 四 、 九 〇

〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 共 通 の 項 中 「 三 、 七 〇 〇 円 」 を 「 三 、 八 〇 〇 円

」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 総 合 グ ラ ン ド 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 広 島 県 総 合 グ ラ ン ド 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 広 島 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 専 用 利 用 の 場 合 の 項 中 「 二 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 六 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 七 八 、

一 〇 〇 円 」 を 「 七 九 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 一 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 七 〇 〇 円 」 に 、

「 二 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 四 八 、 四 〇 〇 円

」 に 、 「 一 四 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 四 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 一 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二

一 七 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 一 、 三 〇 〇 円

」 を 「 三 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 七 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 七 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個

人 利 用 の 場 合 の 項 中 「 一 一 〇 円 」 を 「 一 二 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 三 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 九 六 、 六 〇 〇 円 」 を 「 九

八 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 四 七 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円

」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 九 〇

〇 円 」 を 「 一 八 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 五 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 六 〇 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七

六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 八 〇 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 六 五 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 七 〇 、 一 〇 〇

円 」 に 、 「 八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 九 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 六 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 六 、 九 〇

〇 円 」 に 、 「 三 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 四 〇 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「 一 九 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 五 八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 六

〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 八 八 、 二 〇 〇 円 」 を 「 八 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 八 〇 〇 円 」 を

「 三 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 七 〇 〇 円

」 を 「 一 七 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 五 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 五 、

三 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 五 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 六 〇 、 八 〇 〇 円 」

に 、 「 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、 六 〇



〇 円 」 に 、 「 三 四 、 六 〇 〇 円 」 を 「 三 五 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 専 用 利 用 の 場 合 の 項 中 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 九 〇

〇 円 」 を 「 八 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 四

〇 〇 円 」 を 「 六 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 、

四 〇 〇 円 」 を 「 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 利 用 の 場 合 の 項 中 「 八 〇 円 」 を 「 九

〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 専 用 利 用 の 場 合 の 項 中 「 一 、 九 〇 〇 円 」 を 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 四 〇

〇 円 」 を 「 五 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 八 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 四 〇 〇

円 」 を 「 四 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 三

〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 利 用 の 場 合 の 項 中 「 八 〇 円 」 を 「 九 〇

円 」 に 改 め る 。

別 表 第 六 専 用 利 用 の 場 合 の 項 中 「 六 九 〇 円 」 を 「 七 一 〇 円 」 に 、 「 一 、 九 〇 〇 円 」 を

「 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 利 用 の 場

合 の 項 中 「 八 〇 円 」 を 「 九 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 中 「 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 八 三 〇 円 」 を 「 八 五 〇 円 」 に 、

「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 六 九 〇 円 」 を 「 七 一 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 電 光 掲 示 盤 の 項 中 「 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 〇 〇 〇

円 」 を 「 一 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 六

〇 〇 円 」 を 「 三 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ス コ ア ボ ー ド の 項 中 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、

二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 六 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、

三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 陸 上 競 技 用 具 の 項 中 「 九 、 三 〇 〇 円 」 を 「 九 、 五 〇 〇 円 」 に 改

め 、 同 表 光 波 距 離 計 の 項 中 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 録 画 判 定

装 置 の 項 中 「 一 、 七 〇 〇 円 」 を 「 一 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 写 真 判 定 装 置 の 項 中 「 六 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 六 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ト ラ ッ ク 競 技 速 報 表 示 器 の 項 中 「 五 、 三 〇

〇 円 」 を 「 五 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 円 盤 ・ ハ ン マ ー 兼 用 サ ー ク ル の 項 中 「 二 、 七 〇

〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 拡 声 装 置 の 項 中 「 九 六 〇 円 」 を 「 九 八 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 ス ト ー ブ の 項 中 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 冷 暖 房 設 備 の 項 中

「 八 三 〇 円 」 を 「 八 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 シ ャ ワ ー の 項 中 「 八 三 〇 円 」 を 「 八 五 〇 円 」

に 、 「 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 広 告 設 備 （ 野 球 場 に 限 る 。 ） の

項 中 「 一 六 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 六 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 三 〇

〇 円 」 に 改 め 、 同 表 電 気 設 備 の 項 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 総 合 体 育 館 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）



第 六 条 広 島 県 立 総 合 体 育 館 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 広 島 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 一 三 〇 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一

三 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 六 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 四 、 一

〇 〇 円 」 を 「 一 〇 六 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 四 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 三 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 八 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 八 七 、 七 〇 〇 円

」 に 改 め 、 同 表 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 四 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 三 、

九 〇 〇 円 」 に 、 「 八 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 八 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 三 〇 〇 円 」 を 「 六 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 以 外 に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 四 一 、 七 〇 〇 円 」 を 「 四 二 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 八 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 八 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「

三 四 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 六 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 九 〇 〇 円

」 を 「 一 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 八 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ア

マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 一 三 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、

「 二 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 八 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 八 、 四 〇 〇 円 」 を 「 八 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 専 用 使 用 の 場 合 の 項 中 「 三 〇 、 六 〇 〇 円 」 を 「 三 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 一 、

一 〇 〇 円 」 を 「 六 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 四 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

四 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 四 九 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 三 〇 〇 円 」

に 、 「 二 〇 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、 七 〇 〇 円

」 に 、 「 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 が 使 用 す る 場 合 の 項 中 「

二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 〇 円 」

を 「 四 四 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 専 用 使 用 の 場 合 の 項 中 「 六 、 三 〇 〇 円 」 を 「 六 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 六

〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 九 七 〇 円 」 を 「 九 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 二 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 が 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円

」 に 、 「 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 〇 円 」 を 「 四 四 〇 円 」 に 、 「 四 、

三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 プ ー ル の 項 中 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 八 〇 〇 円 」 を

「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 九 〇 円 」 を 「 七 一 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六

〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 〇 円 」 を 「 四 四 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 八 四 〇 円 」 を 「 八 六 〇 円 」 に 、 「 八 、 四 〇 〇 円 」 を 「 八 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ト



レ ー ニ ン グ ル ー ム の 項 中 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 八 〇 〇 円 」 を

「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 〇 円 」 を 「 四 四 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四

〇 〇 円 」 に 、 「 八 四 〇 円 」 を 「 八 六 〇 円 」 に 、 「 八 、 四 〇 〇 円 」 を 「 八 、 六 〇 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 健 康 体 力 相 談 室 の 項 中 「 三 、 五 〇 〇 円 」 を 「 三 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 〇 〇

〇 円 」 を 「 七 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 六 大 会 議 室 の 項 中 「 三 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 五 〇 〇 円 」

を 「 六 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 中 会 議 室 の 項 中 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 一 〇 〇 円 」

に 、 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 会 議 室 の 項 中 「 一 、 五 〇 〇 円

」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ミ ー テ ィ

ン グ ル ー ム の 項 中 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、

九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 附 属 設 備 の 項 中 「 三 〇 、 六 〇 〇 円 」 を 「 三 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 六 〇

〇 円 」 を 「 五 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 五 〇 〇 円 」 を 「 三 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 九 三 、 〇

〇 〇 円 」 を 「 九 四 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 五 五 、 六 〇 〇 円 」 を 「 五 六 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一

三 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「

七 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 七 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、

八 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 八 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「

二 七 七 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 八 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 四 一 、 五

〇 〇 円 」 に 、 「 六 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 七 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 〇 円 」 を 「 九 〇 円 」 に 、

「 四 五 、 九 〇 〇 円 」 を 「 四 六 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 広 島 国 際 協 力 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 広 島 県 立 広 島 国 際 協 力 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 八 年 広 島 県 条 例 第 二 十 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 大 研 修 室 の 項 中 「 一 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 〇 〇 円 」

を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 中 研 修 室 の 項 中 「 五 四 〇 円 」 を 「 五 五 〇 円 」 に 、 「 一 、

二 〇 〇 円 」 を 「 一 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 研 修 室 の 項 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円

」 に 、 「 五 四 〇 円 」 を 「 五 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ク ッ キ ン グ 交 流 室 の 項 中 「 六 七 〇 円 」

を 「 六 九 〇 円 」 に 、 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 宿 泊 室 の 項 中 「

三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 縮 景 園 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 広 島 県 縮 景 園 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 広 島 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。



別 表 第 二 中 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円 」 に 、 「 八 一

〇 円 」 を 「 八 三 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「 二 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 五 〇 〇 円 」 を 「 八 、 七 〇

〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 広 島 県 立 美 術 館 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 広 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 表 第 一 の 二 の 表 中 「 二 、 〇 九 〇 円 」 を 「 二 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 入 場 料 有 料 の 場 合 の 項 中 「 一 、 七 五 〇 円 」 を 「 一 、 七 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 九

九 〇 円 」 を 「 三 、 〇 五 〇 円 」 に 、 「 三 、 一 九 〇 円 」 を 「 三 、 二 五 〇 円 」 に 、 「 四 、 八 四

〇 円 」 を 「 四 、 九 三 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 三 八 〇 円 」 を 「 一 三 、 六 三 〇 円 」 に 、 「 二 三 、

八 七 〇 円 」 を 「 二 四 、 三 二 〇 円 」 に 、 「 二 五 、 三 一 〇 円 」 を 「 二 五 、 七 八 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 入 場 料 無 料 の 場 合 の 項 中 「 九 三 〇 円 」 を 「 九 五 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 五 〇 円 」 を 「 一 、

五 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 五 〇 円 」 を 「 一 、 六 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 七 〇 円 」 を 「 二 、 五

二 〇 円 」 に 、 「 六 、 六 九 〇 円 」 を 「 六 、 八 二 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 九 四 〇 円 」 を 「 一 二 、

一 七 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 六 六 〇 円 」 を 「 一 二 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の 表 中 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円 」 に 改 め

る 。
（ 広 島 県 民 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 広 島 県 民 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 広 島 県 条 例 第 二 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 第 一 号 の 表 ホ ー ル の 項 中 「 二 九 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 四 、

一 〇 〇 円 」 を 「 四 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 八 、 八 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

七 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 七 四 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 四 、 八 〇 〇

円 」 に 、 「 一 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 展 示 室 の 項 中 「 八 、

七 〇 〇 円 」 を 「 八 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一

七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、

「 二 九 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 展 示 ロ ビ ー の 項 中 「 五 、 七 〇 〇

円 」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 七 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 六 〇 〇

円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 練 習 室 の 項 中 「 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 八 、

九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「



一 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 四 〇 〇 円

」 を 「 三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 七 〇 〇 円

」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、 七 〇

〇 円 」 を 「 一 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 楽 屋 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、 七 〇 〇

円 」 に 、 「 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 二 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 〇 〇 円

」 に 、 「 三 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 、 三 〇 〇 円 」

に 改 め る 。

別 表 の 第 二 号 の 表 ホ ー ル の 項 中 「 二 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 、

二 〇 〇 円 」 を 「 三 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 四 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「

五 八 、 八 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 八 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 八 三 、 六 〇 〇 円 」

に 、 「 八 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 八 九 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 練 習 室 の 項 中 「 七 、 四 〇 〇

円 」 を 「 七 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 八 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、 七 〇 〇

円 」 を 「 一 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、

一 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、

七 〇 〇 円 」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一

一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 楽 屋 の 項 中 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八

〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 、 三 〇

〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ゲ ス ト ル ー ム の 項 中 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、

九 〇 〇 円 」 を 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 六 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 八

〇 〇 円 」 を 「 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 九 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 主

催 者 控 室 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 一

〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇

〇 円 」 に 、 「 四 、 八 〇 〇 円 」 を 「 四 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 文 化 交 流 室 の 項 中 「 七 、

四 〇 〇 円 」 を 「 七 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 八 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、

七 〇 〇 円 」 を 「 一 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「

二 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 五 、 七 〇 〇 円 」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 一 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 文 化 芸 術 ホ ー ル 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 広 島 県 立 文 化 芸 術 ホ ー ル 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 十 九 年 広 島 県 条 例 第 三 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。



別 表 ホ ー ル の 項 中 「 一 二 九 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 三 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 九 、 三 〇

〇 円 」 を 「 二 一 三 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 三 〇 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 九 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 二 六 六 、 九 〇 〇 円 」 を 「 二 七 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 一 二 、 九 〇 〇 円 」 を 「 四 二 〇 、

六 〇 〇 円 」 に 、 「 四 六 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 七 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 五 〇 、 三 〇 〇 円

」 を 「 一 五 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 七 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 八 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 三

三 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 三 六 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 三 三 九 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 四 六 、 二 〇

〇 円 」 に 、 「 四 七 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 八 六 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 五 三 三 、 六 〇 〇 円 」 を

「 五 四 三 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 リ ハ ー サ ル 室 の 項 中 「 一 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、

三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「

二 三 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 三 九 、 四 〇 〇 円

」 を 「 四 〇 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 二 〇

〇 円 」 を 「 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、

一 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「

三 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 三 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、

「 一 〇 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 六 〇 〇 円

」 に 、 「 一 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 四 、 二

〇 〇 円 」 に 、 「 二 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 五 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ス タ ジ オ の 項 中 「

七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、

「 一 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 〇 〇 〇 円

」 に 、 「 二 四 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 五 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 七 、 三

〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 音 楽 室 の 項 中 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 七

〇 〇 円 」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 九 〇

〇 円 」 を 「 一 〇 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、

一 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 オ ー デ ィ オ ル ー ム の 項 中 「 六 、 四 〇 〇 円

」 を 「 六 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 二 〇 〇 円 」 を 「 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 一 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 五 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 五 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 一 、 一

〇 〇 円 」 を 「 二 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 録 画 編 集 室 の 項 中 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「

八 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 七 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 県 民 の 森 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 広 島 県 立 県 民 の 森 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 広 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。



別 表 第 二 公 園 セ ン タ ー の 項 中 「 二 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 二 〇 〇

円 」 を 「 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 二 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 三 〇 〇 円 」

を 「 六 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 六 〇 〇 円 」 を

「 四 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 七 〇 〇 円 」 を 「 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「

一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 九 〇 〇 円 」 を

「 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 キ ャ ン プ 場 の 項 中 「 五 、 五 〇 〇 円 」 を 「 五 、 七 〇 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 全 天 候 多 目 的 施 設 の 項 中 「 五 四 〇 円 」 を 「 五 五 〇 円 」 に 、 「 二 、 九 〇 〇 円

」 を 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 自 然 公 園 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 自 然 公 園 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 一 年 広 島 県 条 例 第 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 四 野 呂 山 公 園 施 設 の 項 中 「 六 、 九 〇 〇 円 」 を 「 七 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 八 〇

〇 円 」 を 「 四 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 帝 釈 公 園 施 設 の 項 中 「 六 、 九 〇 〇 円 」 を 「 七 、

一 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 八 〇 〇 円 」 を 「 四 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、

三 〇 〇 円 」 に 、 「 三 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、

六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 二 〇 〇 円 」 を 「 六 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 牛 小 屋 高 原 公 園 施 設

の 項 中 「 六 、 三 〇 〇 円 」 を 「 六 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」

に 、 「 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 八 、 五 〇 〇 円 」 を 「 八 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 六 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「

三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、

五 〇 〇 円 」 を 「 九 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 六 〇 〇 円 」 を 「 三 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 も み の き 森 林 公 園 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 四 条 広 島 県 立 も み の き 森 林 公 園 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 広 島 県 条 例 第 二 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 の 第 一 号 の 表 宿 泊 所 の 項 中 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、

四 〇 〇 円 」 を 「 四 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 八 〇 〇 円 」 を 「 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、

四 〇 〇 円 」 を 「 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、

三 〇 〇 円 」 を 「 三 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、

四 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 研 修 棟 の 項 中 「 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「

六 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」



を 「 一 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 体 育

館 の 項 中 「 二 九 〇 円 」 を 「 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「

二 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 一 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 キ ャ ン プ 場 の 項 中 「 五 、 九 〇 〇 円

」 を 「 六 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 テ ニ ス コ

ー ト の 項 中 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 九 〇 〇

円 」 に 、 「 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 運 動 広 場 の 項 中 「 一 、 六 〇

〇 円 」 を 「 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 九 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 七 五 〇 円 」

を 「 七 七 〇 円 」 に 、 「 四 、 五 〇 〇 円 」 を 「 四 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 三 八 〇 円 」 を 「 三 九 〇

円 」 に 、 「 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 二 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 野 外 ス テ ー ジ の 項 中 「 八 、

九 〇 〇 円 」 を 「 九 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 第 二 号 の 表 ア ス レ チ ッ ク コ ー ス の 項 中 「 七 二 〇 円 」 を 「 七 四 〇 円 」 に 、 「

一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 二 〇 円 」 を 「 六 四 〇 円 」 に 、 「 九 三 〇 円 」

を 「 九 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 オ ー ト キ ャ ン プ 場 の 項 中 「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 二

〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 、 九 〇

〇 円 」 に 改 め 、 同 表 バ ー ベ キ ュ ー 広 場 の 項 中 「 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 改

め る 。

（ 広 島 県 立 県 民 の 浜 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 五 条 広 島 県 立 県 民 の 浜 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 広 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 宿 泊 研 修 所 の 項 中 「 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 六 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 二 〇 〇 円 」

を 「 五 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 四 〇 〇 円 」 を 「 六 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を

「 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 八 〇 〇 円 」 を 「 四 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 七 〇 〇 円 」 を 「

五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、

二 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 三 〇 〇 円 」 を 「 三 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 五 〇 〇 円 」 を 「 四 、 六

〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二

二 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 運 動 広 場 そ

の 他 の 施 設 の 項 中 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 、

七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 桟 敷 そ の 他 の 設 備 の 項 中 「 二 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、 六 〇 〇 円 」

に 、 「 四 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 四 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円 」 に 改 め

る 。
（ 広 島 県 立 中 央 森 林 公 園 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）



第 十 六 条 広 島 県 立 中 央 森 林 公 園 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 五 年 広 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 日 本 庭 園 の 項 中 「 一 七 〇 円 」 を 「 一 八 〇 円 」 に 、 「 三 四 〇 円 」 を 「 三 五 〇 円

」 に 、 「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 、 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 駐 車

場 の 項 中 「 四 三 〇 円 」 を 「 四 四 〇 円 」 に 、 「 一 、 三 八 〇 円 」 を 「 一 、 四 一 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 バ ー ベ キ ュ ー 広 場 の 項 中 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 四 〇 〇 円

」 を 「 一 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 日 本 庭 園 休 憩 室 （ 専 用 使 用 に 限 る 。 ） の 項 中 「 四 、

六 〇 〇 円 」 を 「 四 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

運 動 広 場 の 項 中 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 八 、 三

〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 、 九

〇 〇 円 」 に 、 「 七 二 〇 円 」 を 「 七 四 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、

「 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 研 修 室 の 項 中 「 三 、 六 〇 〇 円 」 を 「

三 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 多 目 的 ホ ー ル 棟 の 項 中 「 一 〇 〇 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 二 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「

五 〇 、 三 〇 〇 円 」 を 「 五 一 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 三 九 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 〇 、 二 〇 〇 円 」

に 、 「 一 九 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 四 、 三 〇

〇 円 」 に 、 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、

九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 九 〇 〇 円 」 を 「 八 、

一 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 七 二 〇 円 」 を 「 七 四 〇 円 」

に 、 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 セ ミ ナ ー ハ ウ ス の 項 中 「 四 〇 、

五 〇 〇 円 」 を 「 四 一 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 、 三 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 コ テ ー ジ の 項 中 「 四 五 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 六 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 六 〇 〇 円 」

を 「 一 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 六 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 六 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 〇 〇

〇 円 」 を 「 一 六 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 テ ニ ス コ ー ト の 項 中 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、

一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 テ ニ ス コ ー ト 照 明 設 備 の 項 中 「 四 二 〇 円 」 を 「 四 三 〇 円 」 に 改

め る 。

（ 保 健 所 に お け る 手 数 料 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 七 条 保 健 所 に お け る 手 数 料 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 広 島 県 条 例 第 六 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 総 合 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）



第 十 八 条 広 島 県 立 総 合 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 六 十 二 年 広 島 県 条

例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

別 表 二 の 項 中 「 七 五 〇 円 」 を 「 七 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 健 康 福 祉 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 九 条 広 島 県 健 康 福 祉 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 四 年 広 島 県 条 例 第 二 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 大 研 修 室 の 項 中 「 二 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 一 〇 〇 円

」 を 「 二 九 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 五 〇 、 八 〇 〇 円 」 を 「 五 一 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 中

研 修 室 の 項 中 「 六 、 九 〇 〇 円 」 を 「 七 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 二 〇 〇 円 」 を 「 九 、 四 〇

〇 円 」 に 、 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 六 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 研 修 室 の 項 中 「 三 、

五 〇 〇 円 」 を 「 三 、 六 ○ ○ 円 」 に 、 「 四 、 七 〇 〇 円 」 を 「 四 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 二

〇 〇 円 」 を 「 八 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 総 合 研 修 室 の 項 中 「 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 七 、

六 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 七 〇 〇 円 」 を 「 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、

四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 中 会 議 室 の 項 中 「 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、

八 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 小 会 議 室 の 項 中 「 三 、 六 〇 〇 円 」 を 「 三 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 四 〇 〇 円 」 を 「 八 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 栄 養 実 習 室 の 項 中 「

四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、

四 〇 〇 円 」 を 「 九 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 条 広 島 県 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年

広 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

第 九 条 の 二 中 「 一 万 三 千 三 百 二 十 円 」 を 「 一 万 三 千 五 百 六 十 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 の 一 の 項 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 の 三

の 項 中 「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 一 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四 〇 円 」 を 「 一 、 六 七 〇

円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 の 項 中 「 五 、 〇 七 〇 円 」 を 「 五 、 一 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 の

項 中 「 一 〇 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 、 五 〇 〇 円

」 に 改 め 、 同 表 の 七 の 項 中 「 六 、 二 六 四 円 」 を 「 六 、 三 八 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 福 山 若 草 園 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）



第 二 十 一 条 広 島 県 立 福 山 若 草 園 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年 広 島 県 条 例 第 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の 一 の 項 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 の 三

の 項 中 「 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 一 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四 〇 円 」 を 「 一 、 六 七 〇

円 」 に 改 め 、 同 表 の 四 の 項 中 「 六 、 二 六 四 円 」 を 「 六 、 三 八 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 障 害 者 療 育 支 援 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 二 条 広 島 県 立 障 害 者 療 育 支 援 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 五 十 六 年 広 島 県 条

例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の 一 の 項 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 の 三

の 項 中 「 四 、 〇 一 〇 円 」 を 「 四 、 〇 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四 〇 円 」 を 「 一 、 六 七 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 の 四 の 項 中 「 六 、 二 六 四 円 」 を 「 六 、 三 八 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 産 業 会 館 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 三 条 広 島 県 立 産 業 会 館 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 広 島 県 条 例 第 十 八 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 第 一 号 の １ の 表 展 示 室 、 事 務 室 及 び ス テ ー ジ の 項 中 「 九 〇 円 」 を 「 一 〇 〇 円 」

に 、 「 一 二 〇 円 」 を 「 一 三 〇 円 」 に 、 「 二 〇 〇 円 」 を 「 二 一 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 の 第 一 号 の ２ の 表 展 示 室 、 控 室 及 び 商 談 室 の 項 中 「 一 〇 〇 円 」 を 「 一 一 〇 円 」 に 、

「 一 三 〇 円 」 を 「 一 四 〇 円 」 に 、 「 二 三 〇 円 」 を 「 二 四 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 の 第 二 号 の 表 大 展 示 室 の 項 中 「 一 二 〇 円 」 を 「 一 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 展 示 室

の 項 中 「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 会 議 室 及 び 研 修 室 の 項 中 「 一 七 〇 円 」

を 「 一 八 〇 円 」 に 、 「 六 〇 円 」 を 「 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 控 室 及 び 倉 庫 の 項 中 「 一 二 〇

円 」 を 「 一 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 備 考 四 中 「 六 十 円 」 を 「 七 十 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 産 業 技 術 交 流 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 四 条 広 島 県 立 産 業 技 術 交 流 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 広 島 県 条 例

第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 研 修 室 の 項 及 び 第 二 研 修 室 の 項 中 「 五 、 六 〇 〇 円 」 を 「 五 、 八 〇 〇 円 」 に 、

「 七 、 四 〇 〇 円 」 を 「 七 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 二 〇 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 第 三 研 修 室 の 項 中 「 四 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 六 〇 〇 円



」 を 「 五 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 六 〇 〇 円 」 を 「 九 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 会 議 室 の

項 中 「 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 一 〇 〇 円 」 を 「 九 、 三 〇 〇 円 」 に 、

「 一 五 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 視 聴 覚 研 修 室 の 項 中 「 七 、 八 〇

〇 円 」 を 「 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 多 目 的 ホ ー ル の 項 中 「 一 六 、 六 〇 〇 円 」

を 「 一 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 八 、 七 〇

〇 円 」 を 「 三 九 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 事 務 室 の 項 中 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 一 〇

〇 円 」 に 改 め る 。

（ ひ ろ し ま 産 学 共 同 研 究 拠 点 設 置 及 び 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 五 条 ひ ろ し ま 産 学 共 同 研 究 拠 点 設 置 及 び 管 理 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 広 島 県 条 例 第 十

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 中 「 一 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 四 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「 三 、 七 〇 〇 円 」 を 「 三 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 家 畜 人 工 授 精 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 六 条 広 島 県 家 畜 人 工 授 精 料 等 徴 収 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 広 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 第 二 号 中 「 六 万 六 千 円 」 を 「 六 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 五 万

五 千 円 」 を 「 五 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 三 千 円 」 を 「 三 千 百 円 」 に 改 め る 。

「

別 表 中 七 、 三 〇 〇 円

」
を

Ａ 第 一 級
一 、 五 二 〇 円

Ａ 第 二 級
一 、 一 八 〇 円

Ｂ 級

六 一 〇 円

「
七 、 四 〇 〇 円

」
に 改 め る 。

Ａ 第 一 級
一 、 五 四 〇 円

Ａ 第 二 級
一 、 二 一 〇 円

Ｂ 級

六 二 〇 円

（ 広 島 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 七 条 広 島 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 広 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を



次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 河 川 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 八 条 広 島 県 河 川 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 一 年 広 島 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 工 業 用 水 、 鉱 業 用 水 又 は そ の 他 の 用 水 の た め の も の の 部 中 「 六 、 四 八 一 、 〇

八 〇 円 」 を 「 六 、 六 〇 一 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 土 の 項 中 「 一 四 一 円 」 を 「 一 四 三 円 」 に 改 め 、 同 表 川 砂 の 項 中 「 一 六 六 円 」

を 「 一 六 九 円 」 に 改 め 、 同 表 砂 利 の 項 、 玉 石 の 項 及 び 転 石 の 項 中 「 二 三 七 円 」 を 「 二 四

一 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 広 島 ヘ リ ポ ー ト 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 十 九 条 広 島 県 広 島 ヘ リ ポ ー ト 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 広 島 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 「 別 表 第 一 （ 第 十 九 条 関 係 ） 」 を 「 別 表 第 一 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 」 に 、 「

一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 別 表 第 二 （ 第 十 九 条 関 係 ） 」 を 「 別 表 第 二 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 」 に 改 め

る 。
（ 広 島 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 条 広 島 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 広 島 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 九 項 中 「 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 四 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、

同 項 の 表 係 留 施 設 の 部 中 「 二 円 四 四 銭 」 を 「 二 円 四 八 銭 」 に 、 「 二 円 八 五 銭 」 を 「 二 円

九 〇 銭 」 に 、 「 三 円 二 七 銭 」 を 「 三 円 三 三 銭 」 に 、 「 四 円 三 六 銭 」 を 「 四 円 四 四 銭 」 に 、

「 五 円 八 二 銭 」 を 「 五 円 九 二 銭 」 に 、 「 七 円 三 五 銭 」 を 「 七 円 四 八 銭 」 に 改 め 、 同 表 荷

さ ば き 施 設 の 部 中 「 二 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 円 一 〇 銭 」 を 「 四

円 一 七 銭 」 に 、 「 一 三 円 四 四 銭 」 を 「 一 三 円 六 八 銭 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 中 「 二 〇 、 〇 四 〇 円 」 を 「 二 〇 、 四 一 〇 円 」 に 、 「 二 四 、 〇 六 〇 円 」 を 「 二

四 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 、 〇 八 〇 円 」 を 「 二 八 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 三 八 〇 円 」

を 「 一 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 三 六 〇 円 」 を 「 一 三 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 国 際 拠 点 港 湾 及 び 重 要 港 湾 の 表 係 留 施 設 の 部 岸 壁 及 び 物 揚 場 の 款 中 「 二 円 七

四 銭 」 を 「 二 円 七 九 銭 」 に 、 「 三 円 六 七 銭 」 を 「 三 円 七 三 銭 」 に 、 「 三 円 二 〇 銭 」 を 「

三 円 二 五 銭 」 に 、 「 四 円 二 八 銭 」 を 「 四 円 三 五 銭 」 に 、 「 四 円 九 〇 銭 」 を 「 四 円 九 九 銭



」 に 、 「 六 円 五 五 銭 」 を 「 六 円 六 七 銭 」 に 、 「 六 円 五 四 銭 」 を 「 六 円 六 六 銭 」 に 、 「 八

円 七 四 銭 」 を 「 八 円 九 〇 銭 」 に 、 「 一 一 円 三 銭 」 を 「 一 一 円 二 三 銭 」 に 改 め 、 同 部 係 船

浮 票 の 款 中 「 二 、 九 七 〇 円 」 を 「 三 、 〇 二 〇 円 」 に 、 「 五 、 九 五 〇 円 」 を 「 六 、 〇 六 〇

円 」 に 、 「 九 、 〇 四 〇 円 」 を 「 九 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 四 八 〇 円 」 を 「 一 三 、 七 二

〇 円 」 に 、 「 二 二 、 六 四 〇 円 」 を 「 二 三 、 〇 五 〇 円 」 に 、 「 二 七 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 七 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 七 〇 円 」 を 「 四 、 〇 四 〇 円 」 に 、 「 七 、 九 五 〇 円 」 を 「 八 、 〇

九 〇 円 」 に 、 「 一 二 、 〇 六 〇 円 」 を 「 一 二 、 二 八 〇 円 」 に 、 「 一 七 、 九 八 〇 円 」 を 「 一

八 、 三 一 〇 円 」 に 、 「 三 〇 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 、 七 五 〇 円 」 に 、 「 三 五 、 九 九 〇 円 」

を 「 三 六 、 六 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 桟 橋 （ フ ェ リ ー ボ ー ト の 接 岸 施 設 を 含 む 。 ） 及 び 浮

桟 橋 の 款 中 「 二 円 四 九 銭 」 を 「 二 円 五 三 銭 」 に 、 「 三 円 三 六 銭 」 を 「 三 円 四 二 銭 」 に 、

「 四 円 五 一 銭 」 を 「 四 円 五 九 銭 」 に 、 「 四 円 九 〇 銭 」 を 「 四 円 九 九 銭 」 に 、 「 六 円 五 五

銭 」 を 「 六 円 六 七 銭 」 に 、 「 三 円 三 三 銭 」 を 「 三 円 三 九 銭 」 に 、 「 四 円 四 八 銭 」 を 「 四

円 五 六 銭 」 に 、 「 六 円 二 銭 」 を 「 六 円 一 三 銭 」 に 、 「 六 円 五 四 銭 」 を 「 六 円 六 六 銭 」 に 、

「 八 円 七 四 銭 」 を 「 八 円 九 〇 銭 」 に 、 「 一 、 三 六 〇 円 」 を 「 一 、 三 八 〇 円 」 に 、 「 二 、

〇 一 〇 円 」 を 「 二 、 〇 四 〇 円 」 に 、 「 二 、 六 一 〇 円 」 を 「 二 、 六 五 〇 円 」 に 、 「 三 、 七

一 〇 円 」 を 「 三 、 七 七 〇 円 」 に 、 「 五 、 三 七 〇 円 」 を 「 五 、 四 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 可

動 橋 の 款 中 「 四 円 四 八 銭 」 を 「 四 円 五 六 銭 」 に 改 め 、 同 表 臨 港 交 通 施 設 の 部 駐 車 場 の 款

中 「 二 、 五 七 〇 円 」 を 「 二 、 六 一 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 七 〇 円 」 を 「 一 、 一 九 〇 円 」 に 、

「 一 、 六 六 〇 円 」 を 「 一 、 六 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 三 四 〇 円 」 を 「 二 、 三 八 〇 円 」 に 、 「

二 、 二 六 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 八 八 〇 円 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 一 九 、 二 三 〇 円 」 を 「 一 九 、 五 八 〇 円 」 に 、 「 五 〇 、 九 一 〇 円 」 を 「 五 一 、 八 五 〇 円

」 に 、 「 一 、 二 三 〇 円 」 を 「 一 、 二 五 〇 円 」 に 、 「 六 、 四 八 〇 円 」 を 「 六 、 六 〇 〇 円 」

に 、 「 一 〇 、 四 九 〇 円 」 を 「 一 〇 、 六 八 〇 円 」 に 、 「 二 七 、 七 七 〇 円 」 を 「 二 八 、 二 八

〇 円 」 に 、 「 一 五 、 八 一 〇 円 」 を 「 一 六 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 、 五 四 〇 円 」 を 「 一 八 、

八 八 〇 円 」 に 、 「 二 九 、 〇 三 〇 円 」 を 「 二 九 、 五 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 荷 さ ば き 施 設 の

部 荷 役 機 械 の 款 中 「 三 四 、 〇 二 〇 円 」 を 「 三 四 、 六 五 〇 円 」 に 、 「 二 一 、 九 九 〇 円 」 を

「 二 二 、 三 九 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 荷 さ ば き 地 の 款 中 「 八 円 二 一 銭 」 を 「 八 円 三 六 銭 」 に 、

「 七 円 三 一 銭 」 を 「 七 円 四 四 銭 」 に 改 め 、 同 部 上 屋 の 款 中 「 二 五 、 四 七 〇 円 」 を 「 二 五 、

九 四 〇 円 」 に 、 「 五 、 三 三 八 、 二 三 〇 円 」 を 「 五 、 四 三 七 、 〇 八 〇 円 」 に 、 「 二 三 円 四

五 銭 」 を 「 二 三 円 八 八 銭 」 に 、 「 一 九 円 四 八 銭 」 を 「 一 九 円 八 四 銭 」 に 、 「 二 二 円 六 二

銭 」 を 「 二 三 円 三 銭 」 に 、 「 一 八 円 七 九 銭 」 を 「 一 九 円 一 三 銭 」 に 、 「 二 八 、 二 〇 〇 円

」 を 「 二 八 、 七 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 三 六 〇 円 」 を 「 二 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 九 五 〇 円



」 を 「 一 、 九 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 旅 客 施 設 の 部 旅 客 乗 降 用 固 定 施 設 の 款 中 「 一 八 、 四

一 〇 円 」 を 「 一 八 、 七 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 手 荷 物 取 扱 所 の 款 中 「 一 、 九 七 〇 円 」 を 「

二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 待 合 所 の 款 中 「 一 、 九 七 〇 円 」 を 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「

二 、 三 八 〇 円 」 を 「 二 、 四 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 七 〇 円 」 を 「 二 、 六 一 〇 円 」 に 、 「 六

一 〇 円 」 を 「 六 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 〇 八 〇 円

」 を 「 三 、 一 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 保 管 施 設 の 部 野 積 場 の 款 中 「 六 円 七 八 銭 」 を 「 六 円

九 〇 銭 」 に 、 「 五 円 一 七 銭 」 を 「 五 円 二 六 銭 」 に 、 「 六 円 四 銭 」 を 「 六 円 一 五 銭 」 に 、

「 四 円 三 銭 」 を 「 四 円 一 〇 銭 」 に 改 め 、 同 部 水 面 貯 木 場 の 款 中 「 二 〇 円 四 一 銭 」 を 「 二

〇 円 七 八 銭 」 に 、 「 二 二 〇 円 五 〇 銭 」 を 「 二 二 四 円 五 八 銭 」 に 、 「 一 八 三 円 七 五 銭 」 を

「 一 八 七 円 一 五 銭 」 に 改 め 、 同 表 船 舶 役 務 用 施 設 の 部 中 「 八 一 円 」 を 「 八 二 円 」 に 改 め 、

同 表 廃 棄 物 処 理 施 設 の 部 廃 棄 物 焼 却 施 設 の 款 中 「 二 、 四 一 〇 円 」 を 「 二 、 四 五 〇 円 」 に

改 め 、 同 部 廃 油 受 入 施 設 の 款 中 「 二 円 一 八 銭 」 を 「 二 円 二 二 銭 」 に 改 め 、 同 表 港 湾 環 境

整 備 施 設 の 部 中 「 六 一 〇 円 」 を 「 六 二 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 二 〇 円 」 を 「 一 、 〇 三 〇 円 」

に 改 め 、 同 表 港 湾 管 理 施 設 の 部 中 「 一 、 三 四 〇 円 」 を 「 一 、 三 六 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 八

〇 円 」 を 「 一 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 港 湾 施 設 用 地 の 部 中 「 五 円 七 四 銭 」 を 「 五 円 八

四 銭 」 に 、 「 四 円 八 九 銭 」 を 「 四 円 九 八 銭 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 地 方 港 湾 の 表 係 留 施 設 の 部 岸 壁 及 び 物 揚 場 の 款 中 「 三 円 三 六 銭 」 を 「 三 円 四

二 銭 」 に 、 「 四 円 四 八 銭 」 を 「 四 円 五 六 銭 」 に 改 め 、 同 部 小 型 船 舶 特 定 係 留 施 設 の 款 中

「 一 〇 、 四 八 〇 円 」 を 「 一 〇 、 六 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 桟 橋 （ フ ェ リ ー ボ ー ト の 接 岸 施

設 を 含 む 。 ） 及 び 浮 桟 橋 の 款 中 「 二 円 四 九 銭 」 を 「 二 円 五 三 銭 」 に 、 「 一 円 七 一 銭 」 を

「 一 円 七 四 銭 」 に 、 「 三 円 三 三 銭 」 を 「 三 円 三 九 銭 」 に 、 「 二 円 二 九 銭 」 を 「 二 円 三 三

銭 」 に 、 「 一 、 三 六 〇 円 」 を 「 一 、 三 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 一 〇 円 」 を 「 二 、 〇 四 〇 円

」 に 、 「 二 、 六 一 〇 円 」 を 「 二 、 六 五 〇 円 」 に 、 「 三 、 七 一 〇 円 」 を 「 三 、 七 七 〇 円 」

に 、 「 五 、 三 七 〇 円 」 を 「 五 、 四 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 荷 さ ば き 施 設 の 部 荷 さ ば き 地 の

款 中 「 三 円 六 銭 」 を 「 三 円 一 一 銭 」 に 改 め 、 同 部 上 屋 の 款 中 「 一 四 円 二 五 銭 」 を 「 一 四

円 五 一 銭 」 に 改 め 、 同 表 旅 客 施 設 の 部 中 「 三 、 〇 八 〇 円 」 を 「 三 、 一 三 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 保 管 施 設 の 部 中 「 二 円 一 八 銭 」 を 「 二 円 二 二 銭 」 に 改 め 、 同 表 船 舶 役 務 用 施 設 の 部

中 「 八 一 円 」 を 「 八 二 円 」 に 改 め 、 同 表 港 湾 環 境 整 備 施 設 の 部 中 「 一 、 〇 二 〇 円 」 を 「

一 、 〇 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 港 湾 施 設 用 地 の 部 中 「 二 円 九 三 銭 」 を 「 二 円 九 八 銭 」 に 改

め る 。
別 表 第 三 中 「 一 、 三 三 〇 円 」 を 「 一 、 三 五 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四 〇 円 」 を 「 一 、 六 七

〇 円 」 に 、 「 一 、 八 五 〇 円 」 を 「 一 、 八 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 六 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇



円 」 に 、 「 三 、 一 八 〇 円 」 を 「 三 、 二 三 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 、 九 七 〇 円

」 に 、 「 五 、 〇 三 〇 円 」 を 「 五 、 一 二 〇 円 」 に 、 「 一 、 〇 二 〇 円 」 を 「 一 、 〇 三 〇 円 」

に 、 「 一 、 一 三 〇 円 」 を 「 一 、 一 五 〇 円 」 に 、 「 二 、 一 六 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、

「 二 、 六 七 〇 円 」 を 「 二 、 七 一 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 漁 港 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 一 条 広 島 県 漁 港 管 理 条 例 （ 昭 和 四 十 年 広 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 一 地 御 前 漁 港 艇 置 施 設 の 項 中 「 七 、 九 一 〇 円 」 を 「 八 、 〇 五 〇 円 」 に 、 「 九 、

九 七 〇 円 」 を 「 一 〇 、 一 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 地 御 前 漁 港 簡 易 艇 置 施 設 の 項 中 「 三 、 四

九 〇 円 」 を 「 三 、 五 五 〇 円 」 に 、 「 四 、 三 二 〇 円 」 を 「 四 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 岸 壁 物 揚 場 桟 橋 浮 桟 橋 船 揚 場 の 項 中 「 二 円 五 銭 」 を 「 二 円 八 銭 」 に 改 め 、 同

表 野 積 場 の 項 中 「 一 円 一 三 銭 」 を 「 一 円 一 五 銭 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 五 日 市 漁 港 フ ィ ッ シ ャ リ ー ナ 施 設 艇 置 施 設 の 項 中 「 三 一 四 、 四 九 〇 円 」 を 「

三 二 〇 、 三 一 〇 円 」 に 、 「 三 五 九 、 四 二 〇 円 」 を 「 三 六 六 、 〇 七 〇 円 」 に 、 「 四 〇 四 、

三 五 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 八 三 〇 円 」 に 、 「 四 四 九 、 二 八 〇 円 」 を 「 四 五 七 、 六 〇 〇 円 」

に 、 「 四 九 四 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 三 、 三 五 〇 円 」 に 、 「 五 三 九 、 一 三 〇 円 」 を 「 五 四

九 、 一 一 〇 円 」 に 、 「 五 八 四 、 〇 六 〇 円 」 を 「 五 九 四 、 八 七 〇 円 」 に 、 「 六 二 八 、 九 九

〇 円 」 を 「 六 四 〇 、 六 三 〇 円 」 に 、 「 六 七 三 、 九 二 〇 円 」 を 「 六 八 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 二 七 五 、 九 七 〇 円 」 を 「 二 八 一 、 〇 八 〇 円 」 に 、 「 三 四 四 、 九 八 〇 円 」 を 「 三 五 一 、

三 六 〇 円 」 に 、 「 四 六 〇 、 五 一 〇 円 」 を 「 四 六 九 、 〇 三 〇 円 」 に 、 「 五 〇 七 、 〇 三 〇 円

」 を 「 五 一 六 、 四 一 〇 円 」 に 、 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 二 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 六 〇

円 」 を 「 二 、 〇 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 、 四 四 〇 円 」 に 、 「 三 、 一 九 〇 円

」 を 「 三 、 二 四 〇 円 」 に 、 「 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 五 日 市 漁

港 フ ィ ッ シ ャ リ ー ナ 施 設 船 台 の 項 中 「 四 〇 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 〇 、 八 四 〇 円 」 に 、 「 一 、

六 六 〇 円 」 を 「 一 、 六 九 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 五 日 市 漁 港 フ ィ ッ シ ャ リ ー ナ 施 設 上 下 架 施

設 の 項 中 「 三 八 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 八 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 、 五 八 〇 円 」 を 「 四 四 、

三 八 〇 円 」 に 、 「 四 九 、 〇 六 〇 円 」 を 「 四 九 、 九 六 〇 円 」 に 、 「 五 四 、 五 四 〇 円 」 を 「

五 五 、 五 五 〇 円 」 に 、 「 五 九 、 八 九 〇 円 」 を 「 六 〇 、 九 九 〇 円 」 に 、 「 六 五 、 三 七 〇 円

」 を 「 六 六 、 五 八 〇 円 」 に 、 「 七 〇 、 八 六 〇 円 」 を 「 七 二 、 一 七 〇 円 」 に 、 「 七 六 、 三

四 〇 円 」 を 「 七 七 、 七 五 〇 円 」 に 、 「 八 一 、 八 二 〇 円 」 を 「 八 三 、 三 三 〇 円 」 に 、 「 二 、

一 三 〇 円 」 を 「 二 、 一 六 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 、 四 四 〇 円 」 に 、 「 三 、 一



九 〇 円 」 を 「 三 、 二 四 〇 円 」 に 、 「 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 、 四 八 〇 円 」 に 、 「 六 、 六 八

〇 円 」 を 「 六 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 三 四 〇 円 」 を 「 九 、 五 一 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 五 日

市 漁 港 フ ィ ッ シ ャ リ ー ナ 施 設 研 修 室 の 項 中 「 一 、 三 二 〇 円 」 を 「 一 、 三 四 〇 円 」 に 改 め

る 。
（ 広 島 県 入 港 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 二 条 広 島 県 入 港 料 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 広 島 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 四 条 第 二 号 イ 中 「 八 十 銭 」 を 「 八 十 一 銭 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 一 円 六 十 銭 」 を 「 一

円 六 十 二 銭 」 に 改 め る 。

（ 広 島 の 海 の 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 三 条 広 島 の 海 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 三 年 広 島 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 砂 利 （ 砂 及 び 玉 石 を 含 む 。 ） を 採 取 す る 場 合 の 項 中 「 九 三 円 」 を 「 九 四 円 」 に 改

め る 。

（ 広 島 県 マ リ ー ナ 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 四 条 広 島 県 マ リ ー ナ 条 例 （ 平 成 八 年 広 島 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 表 第 一 艇 置 施 設 の 部 陸 上 艇 置 施 設 の 項 中 「 一 八 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 〇 〇 〇 円 」

に 、 「 二 三 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 五 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 六 、 三 〇

〇 円 」 に 、 「 二 九 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 〇 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 五 、

七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 九 、 一 〇 〇 円 」 を 「 三 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 三 、 二 〇 〇 円 」 を 「

四 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 デ ィ ン ギ ー ヨ ッ ト 陸 上 艇 置 施 設 の 項 中 「 四 四 、 三 〇 〇 円

」 を 「 四 五 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 五 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 七 五 、 一

〇 〇 円 」 を 「 七 六 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 部 海 上 艇 置 施 設 の 項 中 「 五 一 一 、 二 〇 〇 円 」

を 「 五 二 〇 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 六 九 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 七 一 二 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 八 五

八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 八 七 四 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 四 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 一 六 三 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 五 八 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 一 二 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 三 五

七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、 四 〇 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 五 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 一 、 四 〇 〇

円 」 に 改 め 、 同 部 ビ ジ タ ー 用 海 上 艇 置 施 設 の 項 中 「 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 、 六 〇 〇 円 」

に 、 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 、 五 〇 〇 円 」 に 、

「 三 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 五 〇 〇 円 」 を 「 四 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「

六 、 六 〇 〇 円 」 を 「 六 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 五 円 」 を 「 二 四 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 上 下



架 施 設 の 部 陸 上 艇 置 施 設 使 用 者 が 使 用 す る 場 合 の 項 中 「 五 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 二 、 四

〇 〇 円 」 に 、 「 五 七 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 七 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 七

八 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 八 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 〇 、 五 〇

〇 円 」 を 「 一 六 三 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 四 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 二 八 、 九 〇 〇 円 」 に 改

め 、 同 部 そ の 他 の 場 合 の 項 中 「 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 四 〇 〇 円

」 を 「 二 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 二 〇 〇 円 」 を 「 三 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 五 〇 〇 円 」

を 「 四 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 九 、 四 〇 〇 円 」 を

「 九 、 六 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 艇 庫 の 部 中 「 一 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 九 〇 〇 円 」 に

改 め 、 同 表 ク ラ ブ ル ー ム の 部 中 「 二 三 一 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 三 五 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 会 議 室 の 部 中 「 九 、 九 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 駐 車 場 の 部 中 「

二 四 〇 円 」 を 「 二 五 〇 円 」 に 、 「 一 、 三 四 〇 円 」 を 「 一 、 三 七 〇 円 」 に 、 「 四 九 〇 円 」

を 「 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 六 八 〇 円 」 を 「 二 、 七 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 シ ャ ワ ー の 部 中

「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 漁 港 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 五 条 広 島 県 漁 港 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 一 年 広 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 二 の 表 砂 利 （ 砂 及 び 玉 石 を 含 む 。 ） の 項 中 「 九 三 円 」 を 「 九 四 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 港 湾 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 六 条 広 島 県 港 湾 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 一 年 広 島 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 二 の 表 砂 利 （ 砂 及 び 玉 石 を 含 む 。 ） の 項 中 「 九 三 円 」 を 「 九 四 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 海 岸 保 全 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 七 条 広 島 県 海 岸 保 全 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 （ 平 成 十 二 年 広 島 県 条 例 第 十 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 二 の 表 砂 利 （ 砂 及 び 玉 石 を 含 む 。 ） の 項 中 「 九 三 円 」 を 「 九 四 円 」 に 改 め る 。

（ ボ ー ト パ ー ク 広 島 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 八 条 ボ ー ト パ ー ク 広 島 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 広 島 県 条 例 第 五 十

三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 係 留 施 設 の 項 中 「 二 四 〇 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 四 五 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 〇 、

八 〇 〇 円 」 を 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 一 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 七 、 〇 〇 〇 円 」

に 、 「 四 六 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 七 四 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 七 八 六 、 三 〇 〇 円 」 を 「 八 〇



〇 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 駐 車 場 の 項 中 「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 、 「 一 、 三 四

〇 円 」 を 「 一 、 三 七 〇 円 」 に 、 「 八 一 〇 円 」 を 「 八 三 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 一 ・ 〇 八 」 を 「 一 ・ 一 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 九 条 広 島 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 五 十 五 年 広 島 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 一 の 表 ア リ ー ナ の 部 中 「 一 五 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 五 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 六

〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 六 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 九 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 九 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、

「 四 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 五 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 七 九 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 八 三 、 二 〇

〇 円 」 に 、 「 二 九 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 九 七 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 二 〇 〇 円 」 を 「

二 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 七 〇 〇 円 」 を 「 八 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 一 四 、 〇 〇 〇 円 」 を

「 一 四 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 視 聴 覚 室 の 部 中 「 九 四 〇 円 」 を 「 九 六 〇 円 」 に 、 「 三 、

九 〇 〇 円 」 を 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 六 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

研 修 室 の 部 中 「 六 七 〇 円 」 を 「 六 九 〇 円 」 に 、 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、

「 四 、 四 〇 〇 円 」 を 「 四 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 会 議 室 の 部 中 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二

〇 円 」 に 、 「 一 、 七 〇 〇 円 」 を 「 一 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 、 七 〇 〇

円 」 に 改 め 、 同 表 楽 屋 の 部 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 一 〇 〇 円 」 を 「 一 、

二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 、 九 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 文 化 活 動 室 の 部 中 「

一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、

九 〇 〇 円 」 を 「 八 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 二 の 表 入 場 料 有 料 の 場 合 の 部 中 「 六 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 三 、 九 〇 〇 円 」

に 、 「 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 九 五 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 入 場 料 無 料 の 場 合 の 部 中 「

八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 九 、 一 〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 三 、 七 〇 〇 円 」 に 改

め る 。
別 表 第 一 の 三 の 表 小 学 校 児 童 、 中 学 校 生 徒 、 高 等 学 校 生 徒 及 び こ れ ら に 準 ず る 者 の 部

中 「 六 七 〇 円 」 を 「 六 九 〇 円 」 に 、 「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 そ の 他 満

一 五 歳 以 上 の 者 の 部 中 「 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八

〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 四 の 表 入 場 料 有 料 の 場 合 の 部 中 「 一 、 〇 一 〇 円 」 を 「 一 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め 、

同 表 入 場 料 無 料 の 場 合 の 部 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 二 〇 円 」 に 、 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇

円 」 に 、 「 八 一 〇 円 」 を 「 八 三 〇 円 」 に 改 め る 。



別 表 第 一 の 五 の 表 専 用 使 用 の 場 合 の 部 中 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 専 用 使 用 で な い 場 合 の 部 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二

八 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 八 〇 円 」 を 「 四 九 〇 円 」 に 、

「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 六 の 表 小 学 校 児 童 、 中 学 校 生 徒 、 高 等 学 校 生 徒 及 び こ れ ら に 準 ず る 者 の 部

中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇 円 」 に 、 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

そ の 他 満 一 五 歳 以 上 の 者 の 部 中 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「

四 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 一 の 表 専 用 使 用 の 場 合 の 部 中 「 一 八 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 二 〇 〇 円 」 に 、

「 五 六 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 七 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 九 三 、 六 〇 〇 円 」 を 「 九 五 、 四 〇 〇 円

」 に 、 「 三 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 三 八 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 二 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 一 四 、

五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 九 〇 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 九 〇 〇 円 」 を

「 四 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 七 、 六 〇 〇 円 」

を 「 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 三 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 使

用 の 場 合 の 部 中 「 七 〇 円 」 を 「 八 〇 円 」 に 、 「 一 一 〇 円 」 を 「 一 二 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 二 の 表 専 用 使 用 の 場 合 の 部 中 「 九 、 七 〇 〇 円 」 を 「 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

二 九 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 九 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 四 八 、 六 〇 〇 円 」 を 「 四 九 、 五 〇 〇 円 」

に 、 「 一 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 五 八 、 三 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 四 〇

〇 円 」 に 、 「 九 七 、 一 〇 〇 円 」 を 「 九 八 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 一

〇 〇 円 」 に 、 「 五 、 八 〇 〇 円 」 を 「 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 〇

〇 円 」 に 、 「 一 一 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 個 人 使 用 の 場 合 の 部

中 「 七 〇 円 」 を 「 八 〇 円 」 に 、 「 一 一 〇 円 」 を 「 一 二 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 三 の 表 入 場 料 有 料 の 場 合 の 部 中 「 一 九 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 九 〇 〇 円 」

に 、 「 七 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 七 九 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二 六 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 二 八 、

八 〇 〇 円 」 に 、 「 五 八 、 三 〇 〇 円 」 を 「 五 九 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 三 三 、 一 〇 〇 円 」 を

「 二 三 七 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 三 七 八 、 九 〇 〇 円 」 を 「 三 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

入 場 料 無 料 の 場 合 の 部 中 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 一 一 、 二 〇 〇 円 」

を 「 一 一 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 一 九 、 五 〇

〇 円 」 を 「 一 九 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 七 七 、 八 〇 〇 円 」 を 「 七 九 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 二

六 、 四 〇 〇 円 」 を 「 一 二 八 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 四 の 表 入 場 料 有 料 の 場 合 の 部 中 「 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 、 九 〇 〇 円 」 に 、

「 二 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 四 四 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 五 、 一 〇 〇 円



」 に 、 「 二 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 八 三 、 二

〇 〇 円 」 に 、 「 一 三 二 、 六 〇 〇 円 」 を 「 一 三 五 、 一 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 入 場 料 無 料 の

場 合 の 部 中 「 九 四 〇 円 」 を 「 九 六 〇 円 」 に 、 「 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 、 一 〇 〇 円 」 に 、

「 六 、 二 〇 〇 円 」 を 「 六 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

二 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 二 七 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 四 四 、 二 〇 〇 円 」 を 「 四 五 、 一 〇 〇 円 」

に 改 め る 。

別 表 第 二 の 五 の 表 セ ン タ ー コ ー ト の 部 中 「 六 、 一 〇 〇 円 」 を 「 六 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「

一 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、 「 二 四 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 五 、 〇 〇 〇 円 」

に 、 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 二 、 五 〇 〇 円 」 を 「 二 、 六 〇 〇 円 」 に 、

「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 イ ン ド ア コ ー ト の 部 中 「 四 、 一 〇 〇

円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 三 〇 〇 円 」 を 「 八 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 四 〇 〇

円 」 を 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 一 〇 円 」 を 「 八 三 〇 円 」 に 、 「 一 、 七 〇 〇 円 」 を 「

一 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 三 、 三 〇 〇 円 」 を 「 三 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 一 般 コ ー ト の 部

中 「 二 、 一 〇 〇 円 」 を 「 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、

「 八 、 三 〇 〇 円 」 を 「 八 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 八 一 〇 円

」 を 「 八 三 〇 円 」 に 、 「 一 、 七 〇 〇 円 」 を 「 一 、 八 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 六 の 表 専 用 使 用 の 場 合 の 部 中 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「

四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 専 用 使 用 で な い 場 合 の 部 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二

八 〇 円 」 に 、 「 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 二 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 四 八 〇 円 」 を 「 四 九 〇 円 」 に 、

「 四 、 九 〇 〇 円 」 を 「 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 七 の 表 宿 泊 の 部 中 「 六 、 七 〇 〇 円 」 を 「 六 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 八 、 一 〇 〇

円 」 を 「 八 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 一 時 使 用 の 部 中 「 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇 〇

円 」 に 、 「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 八 の 表 入 場 料 有 料 の 場 合 の 部 中 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 二 〇 〇 円 」

に 、 「 五 〇 、 二 〇 〇 円 」 を 「 五 一 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 八 三 、 七 〇 〇 円 」 を 「 八 五 、 三 〇

〇 円 」 に 、 「 一 六 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 七 〇 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 五 〇 一 、 五 〇 〇 円 」 を

「 五 一 〇 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 八 三 五 、 八 〇 〇 円 」 を 「 八 五 一 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表

入 場 料 無 料 の 場 合 の 部 中 「 三 、 四 〇 〇 円 」 を 「 三 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 、 一 〇 〇 円 」

を 「 一 〇 、 三 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 三 三 、 五 〇

〇 円 」 を 「 三 四 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 一 〇 〇 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 二 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「

一 六 七 、 二 〇 〇 円 」 を 「 一 七 〇 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 九 の 表 会 議 室 （ 一 室 に つ き ） の 部 中 「 六 七 〇 円 」 を 「 六 九 〇 円 」 に 、 「 四



一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、 「 一 四 〇 円 」 を 「 一 五 〇 円 」 に 、 「 二 七 〇 円 」 を 「 二 八 〇

円 」 に 、 「 一 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 視 聴 覚 室 の 部 中 「 四 一 〇 円

」 を 「 四 二 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 ト レ ー ニ ン グ 室 及 び ス タ ジ オ の 部 中 「 二 七 〇 円 」 を 「 二

八 〇 円 」 に 、 「 二 、 七 〇 〇 円 」 を 「 二 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 四 一 〇 円 」 を 「 四 二 〇 円 」 に 、

「 四 、 一 〇 〇 円 」 を 「 四 、 二 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 工 業 用 水 道 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 条 広 島 県 工 業 用 水 道 条 例 （ 昭 和 四 十 年 広 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 二 十 三 条 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 水 道 用 水 供 給 水 道 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 一 条 広 島 県 水 道 用 水 供 給 水 道 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 広 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

（ 県 立 病 院 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 二 条 県 立 病 院 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 広 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 八 」 を 「 百 分 の 百 十 」 に 改 め る 。

第 二 条 の 二 中 「 一 万 三 千 三 百 二 十 円 」 を 「 一 万 三 千 五 百 六 十 円 」 に 改 め る 。

別 表 一 の 項 及 び 五 の 項 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の 一 一 〇 」 に 改 め 、 同 表

六 の 項 中 「 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 七 の 項 中 「 六 、 七 四 〇 円 」

を 「 六 、 八 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 八 の 項 中 「 二 八 〇 、 一 五 〇 円 」 を 「 二 八 五 、 三 三 〇 円

」 に 改 め 、 同 表 九 の 項 中 「 一 〇 五 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 〇 七 、 四 五 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十

の 項 中 「 八 七 、 三 七 〇 円 」 を 「 八 八 、 九 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 二 の 項 中 「 三 、 〇 八 〇

円 」 を 「 三 、 一 三 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 四 の 項 中 「 一 〇 、 八 〇 〇 円 」 を 「 一 一 、 〇 〇 〇

円 」 に 、 「 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 五 、 五 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 五 の 項 中 「 九 四 〇 、 六 五

〇 円 」 を 「 九 五 八 、 〇 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 六 の 項 中 「 一 、 二 〇 八 、 〇 九 〇 円 」 を 「

一 、 二 三 〇 、 四 六 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 十 七 の 項 中 「 一 〇 〇 分 の 一 〇 八 」 を 「 一 〇 〇 分 の

一 一 〇 」 に 改 め 、 同 表 十 八 の 項 中 「 四 、 〇 一 〇 円 」 を 「 四 、 〇 八 〇 円 」 に 、 「 一 、 六 四

〇 円 」 を 「 一 、 六 七 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 歴 史 民 俗 資 料 館 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 三 条 広 島 県 立 歴 史 民 俗 資 料 館 設 置 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 広 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。



別 表 の 二 の 表 中 「 一 、 〇 三 〇 円 」 を 「 一 、 〇 四 〇 円 」 に 改 め る 。

（ 広 島 県 立 歴 史 博 物 館 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 四 条 広 島 県 立 歴 史 博 物 館 設 置 条 例 （ 平 成 元 年 広 島 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の ２ の 表 中 「 一 、 〇 三 〇 円 」 を 「 一 、 〇 四 〇 円 」 に 改 め る 。

別 表 の 二 の 表 中 「 二 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 〇 三 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す

る 。
一 第 一 条 中 広 島 県 手 数 料 条 例 別 表 介 護 保 険 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ）

の 項 の 改 正 規 定 （ 「 場 合 三 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 場 合 三

四 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 、 同 表 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法

律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 の 改 正 規

定 （ 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一

六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、

〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 （ 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇

円 （ 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五

六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇

〇 〇 円 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 同 表 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 五 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 の

改 正 規 定 （ 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 一 六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一

八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 九 、 〇

〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円

」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「

五 六 九 、 〇 〇 〇 円 （ 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 （ 」 に 、 「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇

二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 並 び に 第 三 十 条 の 規 定 （ 広 島 県 港 湾 施 設 管 理

条 例 附 則 第 九 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日

二 第 一 条 中 広 島 県 手 数 料 条 例 別 表 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 平 成 三 十 一 年 六 月 一

日



三 第 一 条 中 広 島 県 手 数 料 条 例 別 表 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） の 項 の 改 正 規 定 （ 「 一 八 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 七 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 六 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 六 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 八 、 〇 〇 〇

円 」 を 「 二 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 一 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 八 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 三 二 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 三 二 九 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 二 八 六 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 九 〇 、

〇 〇 〇 円 」 に 、 「 四 〇 五 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 四 一 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 三 五 五 、 〇 〇 〇

円 」 を 「 三 六 一 、 〇 〇 〇 円 」 に 、 「 五 六 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 七 七 、 〇 〇 〇 円 」 に 、

「 四 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 〇 二 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 建 築 基 準 法

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 附 則 第 一 条 本 文 に 規 定 す る 政 令

で 定 め る 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か 遅 い 日

四 前 三 号 に 掲 げ る 規 定 以 外 の 規 定 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 三 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 行 政 財 産 の 使 用 の 許 可 を 受 け て い る 者 に 係 る 使 用 料 に つ

い て は 、 平 成 三 十 一 年 度 に 徴 収 す る も の に 限 り 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 第 四 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 広 島 県 立 総 合 技 術 研 究 所 設 置

及 び 管 理 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て い る 者 又 は 同 条 例 第 四 条 第 一 項 の セ ン タ

ー に 試 験 、 検 査 、 分 析 等 の 依 頼 を し て い る 者 に 係 る 使 用 料 又 は 手 数 料 に つ い て は 、 第 四

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 立 総 合 技 術 研 究 所 設 置 及 び 管 理 条 例 別 表 第 一 号 及 び 別 表

第 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 第 二 十 七 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 三 十 二 条

第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 許 可 を 受 け た 者 若 し く は 同 法 第 三 十 五 条 の 同 意 を 得 た 者 又 は 電

線 共 同 溝 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 七 年 法 律 第 三 十 九 号 ） 第 十 条 、 第 十 一 条 第

一 項 若 し く は 第 十 二 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 若 し く は 同 法 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 同

意 を 得 た 者 で あ っ て 、 第 二 十 七 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に 道 路 法 第 三 十 九 条 第 一 項 に 規 定

す る 道 路 占 用 料 を 賦 課 さ れ た も の か ら 徴 収 す る 道 路 占 用 料 の 額 は 、 第 二 十 七 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 広 島 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

５ 第 二 十 八 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 河 川 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 六 十 七 号 ） 第 二 十 三

条 、 第 二 十 四 条 若 し く は 第 二 十 五 条 の 許 可 又 は 同 法 第 二 十 三 条 の 二 の 登 録 を 受 け て い る

者 で あ っ て 、 第 二 十 八 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に 河 川 法 第 三 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 流 水

占 用 料 等 を 賦 課 さ れ た も の か ら 徴 収 す る 流 水 占 用 料 等 の 額 は 、 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 広 島 県 河 川 区 域 内 占 用 料 等 徴 収 条 例 別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で の 規 定 に か か わ



ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 第 三 十 条 の 規 定 （ 広 島 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 附 則 第 九 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） の 施 行 の

際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 広 島 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受

け て い る 者 に 係 る 係 船 料 （ 小 型 船 舶 特 定 係 留 施 設 の 係 船 料 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 第 三

十 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 許 可 の 期 間 に 限 り 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

７ 第 三 十 一 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 広 島 県 漁 港 管 理 条 例 第 十

一 条 の 二 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て い る 者 に 係 る 使 用 料 （ 岸 壁 、 物 揚 場 、 桟 橋 、 浮 桟 橋

及 び 船 揚 場 の 使 用 料 並 び に 五 日 市 漁 港 フ ィ ッ シ ャ リ ー ナ 施 設 艇 置 施 設 の う ち ビ ジ タ ー 用

海 上 艇 置 施 設 の 使 用 料 に 限 る 。 ） に つ い て は 、 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県

漁 港 管 理 条 例 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 許 可 の 期 間 に 限 り 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。


